
資金決済に関する法律第20条第1項に基づく 

前払式支払手段の払戻しの公告 
 

当社発行の前払式支払手段について、下記のとおり未使用残高の払戻しをいた

しますので期間内に申出をお願い致します。 

 

〇払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号 

株式会社メディウムジャパン 

〇払戻しの対象となる前払式支払手段の種類 

TVカード/児玉中央、JCHO中京、国立岩手、埼玉県循環器呼吸器、亀山市立医

療、尾鷲総合、伏見岡本、京都岡本記念、大口東総合、気仙沼市立、岩手県立大

船渡、岩手県立久慈、国立九州医療、国立静岡てんかん、国立佐賀、三重県立総

合医療、群馬リハビリテーション、白老町立国民健康保険、公立多良木、上飯田

第一、ICカード/国立災害医療 

〇払戻し申出期間 

令和7年６月１3日から令和7年９月１2日 

※当該申出期間内に申出をしなかった保有者は払戻しの手続きから除斥されま

す。 

〇申出の方法 

当社フリーダイヤル0120-89-8778 へご連絡ください。 

払戻しの手順をご説明させて頂きます。 

〇払戻し方法 

お預かりしたカード残高を確認し対象となる残高を現金書留にて先着順全額払

いをさせて頂きます。 

〇問合せ先 

〒460-0007 

愛知県名古屋市中区新栄一丁目４番１４号 

電話フリーダイヤル0120-89-8778 

株式会社メディウムジャパンコールセンター 

 

令和 7 年６月１3 日 株式会社メディウムジャパン 


